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１．国民の皆様へ 

 

１）事業の概要 

産業技術総合研究所は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行い、産業技術

の向上及びその成果の普及を図ることにより、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギー

の安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的としています。そのため、１．鉱工業の科学技術に関

する研究、開発等の業務、２．地質の調査、３．計量標準の設定、計量器の検定、検査、研究、開発等の業

務、４．技術指導及び成果の普及、５．産業技術力強化法に規定する技術経営力の強化に寄与する人材養

成業務を行っております。 

 

２）当該事業年度における事業の経過及びその成果 

２１年度においても、産業技術に係る研究開発に取り組むとともに研究成果を製品に結びつけるための産

学官連携、知財活用、国際協力推進等技術移転業務を行ってきました。 

① 研究開発の成果 

産総研は研究シーズを生み出し、これを産学官と連携した共同研究等を通じ実用化する取り組みをライフ

サイエンス、情報通信・エレクトロニクス、ナノテク・材料・製造、環境・エネルギー、地質、標準・計測の６分野で

行っています。２１年度においても種々の施策の実施により、１．健康長寿・質の高い暮らしの実現、２．知的で

安心・安全な生活を実現するための高度情報サービスの実現、３．産業競争力向上と環境負荷低減を実現す

るための材料・部材・製造プロセス技術の開発などの目標（下記参照）につながる画期的な研究成果を生み出

しています。 
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② 技術移転の成果 

産総研の研究成果が産業界に技術移転され、製品となって産業化するまでには一定の期間を要します。１

３年４月に産総研が発足して９年が経過しましたが、既に産総研発足後の取り組みが製品化され、新たな産

業創出等につながっています。 

 

社会へのインパクト事例 概要 

フィルム状点字ディスプレイの実現 

産総研で独自開発したカーボンナノチューブ高分子アクチュエータを、

民間企業の出資、共同研究、厚労省プロジェクトによって、カード状点

字デバイスへ展開、フィルム状触覚ディスプレイや電子ブックなどのノ

ート型触覚ディスプレイへの応用 

セラピー効果を持つロボット、パロの医療

機器化 

米国 FDA による医療機器として認定、科学的データでの心理的・生理

的・社会的効果が実証され、日本国内では 1,300 体を販売、デンマーク

では 2011 年までに 1,000 体が導入予定 

ものづくり支援ツールの開発・普及により

中小製造企業の IT 化と技術力強化に貢

献 

熟練技術者の技能をデジタル化、加工技術のデータベース（登録者

10,000 名以上）無料公開により、我が国の製造業の国際競争力強化、

人材育成・技能継承に貢献 

脱硫触媒技術によりクリーンな軽油製造

に貢献 

企業との提携により、クリーンな軽油製造のための高性能・長寿命の脱

硫触媒の商品化に成功し、バイオディーゼル燃料製造の実証研究をア

ジア地域で実施中 

地圏環境リスク技術開発により土壌汚染

評価に貢献 

3 次元的な土壌・地下水汚染のリスク解析を可能にする地圏環境リスク

評価システム GERAS-3 を開発し、工場や自治体等の実務に普及・活

用され、わが国の標準的な評価ツールとして確立 

カーボンナノ構造体 X 線源により X 線非

破壊検査の応用拡大に貢献 

企業との共同研究により、カーボンナノチューブを利用した乾電池で駆

動する可搬型の X 線源を開発。ポータブルな X 線検査が可能となり、

非破壊検査の応用範囲拡大に貢献 

株式会社サイトパスファインダー 
武田薬品工業株式会社との非独占的実施許諾契約を含む技術移転契

約締結、ピージーアイエス株式会社の吸収合併により、産業界におけ

る新薬開発の加速に貢献 

株式会社アプライド・ビジョン・システムズ 
３次元視覚システムを応用、日本大学歯学部との共同研究により「顎運

動三次元計測システム」を開発、新たに医療機器分野への展開を模

索。２００９年２月、第４回つくばベンチャー大賞を受賞 
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③ 経済産業政策への貢献 

ⅰ）経済産業省産業技術環境局研究開発課主導の「つくばイノベーションアリーナ」実現に向けて、物質・材

料研究機構と産総研の研究協力、筑波大学との教育研究連携、さらに先端デバイス試作・評価ラインの先

行的インフラ整備、国際連携強化等について、経済産業省、関係企業、有識者等と定期的に意見交換を実

施しました。 

ⅱ）食品衛生法の規制対象となる８００種類を超える農薬を対象としたトレーサビリティーを構築するために、

定量 NMR 法による新たな供給体制をつくり、社会の安全・安心を支える化学標準の開発を行いました。 

ⅲ）また、地域産業振興政策に貢献するため、産総研の地域センターが、高い水準の研究ナショナルセンタ

ーとして技術ニーズを把握し、新たな技術開発をベースとした問題解決や、企業の生産現場に精通した技術

者等との連携による技術基盤情報の提供などを通じて、地域の課題解決に貢献しております。 

ⅳ ） 以 上 の よ う な 取 り 組 み を 戦 略 的 、 組 織 的 に 実 施 す る た め に 、 産 総 研 は 毎 年 度 研 究 戦 略

（http://www.aist.go.jp/aist_j/information/strategy.html）を策定しています。これに基づき研究予算、人員等

のリソースを効果的・効率的に配分するとともに、研究施策等を実施するため機動的、弾力的に組織の見直

しを行いました。特に、２１年度は２２年度から始まる第３期（５年間）に向けて、これまでの実績をさらに発展さ

せ、「新成長戦略（基本方針）」を踏まえた中期目標及び、中期計画に従い、「課題可決型国家」への貢献に

向けて、①２１世紀型課題の解決、②オープンイノベーションハブ機能の強化、を２つの大きな柱として位置づ

け、重点的に研究開発等を実施するためにユニットの新設・再編強化を行い、５０ユニットから４３ユニットへ

の編成を行いました。 

 

３）事業の推進のために克服すべき当面の主要課題と対処方針 

２１年６月に、物質・材料研究機構、筑波大学等と、つくば市に世界的なナノテクノロジー研究開発拠点を形

成することで合意しました。さらに、同年１０月には、信頼性の高い太陽電池モジュールの実現にむけ、３１の

民間企業と共同で「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」を発足させました。現在、これら

を推進するための拠点整備を進めており、また、この他にも、蓄電池材料の評価拠点や、ロボットの安全性評

価のためのリスクマネジメント技術開発拠点の整備を進めているところです。オープンイノベーションへの動き

が世界的に進む中、産総研としても、産学官結集の「場」となるための活動を進めてまいります。 

一方、業務運営の効率化についても、第２期中期計画に従い計画的に実施していますが、２１年１１月の行

政刷新会議ワーキンググループによる事業仕分けからの指摘や、「独立行政法人の契約状況の点検・見直

しについて（２１年１１月 閣議決定）」等の新たな指摘に対しても適切に対応してまいります。 

そして同時に、大規模な耐震化改修への取り組み、老朽化対策などの研究環境整備を計画的に進めてい

くとともに、コンプライアンスについても産総研個々人の意識向上に向け役職員が積極的に参加する形で進

めてまいります。 

 

４）今後の計画 

平成２２年度は、産総研の第３期の最初の年です。第３期中期計画では、産総研は「２１世紀型課題の解

決」「オープンイノベーションハブ機能の強化」の２つを大きな柱（ミッション）に位置づけて、重点的に研究開

発等に取り組むこととしております。「２１世紀型課題の解決」は、「グリーン・イノベーション」「ライフ・イノベー

ション」の推進のための技術開発や産総研の優位性を生かした技術開発、地域ニーズを踏まえた研究開発

を行うとともに、産業・社会の「安全・安心」を支えるための計量標準、地質情報の整備、技術の性能・安全性

評価、国際標準化等を行うものです。また、「オープンイノベーションハブ機能の強化」は、産学官が一体とな

って研究開発や標準化等を推進するための「場」の提供を行うなどオープンイノベーションのハブとなる新た

なシステムを構築するとともに、ポスドク等の若手研究者等を養成し産業技術の向上に資することができる人

材を社会に供給するものです。 

産総研は、この２のの大きな柱（ミッション）の実施にあたり、２２年４月に産総研内の組織の見直しを行うと
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ともに、第２期から作成している「研究戦略」についても、研究課題毎のロードマップの作成等を通じて実用化

をより意識する形での見直しを行ったところです。今後、新しい体制、新しい「研究戦略」のもとで産総研のミッ

ションを実行していきます。また、「産総研の見える化」に関しても、第２期に開始した「Synthesiology－構成

学」の刊行、「産総研オープンラボ」の実施に加え、第３期は国民との対話型活動を強化する形で進めていく

こととしております。そして、業務運営のあり方についても不断の見直しを行い、引き続きその効率化に取り

組んでいきます。 

これらの活動により、第３期中期計画の各項目を一つ一つ確実に実行に移していき、産総研発足以来の

基本である持続的発展可能な社会実現にこれからも貢献していきます。 

以上
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２．基本情報 
（１） 産業技術総合研究所の概要 
 

① 法人の目的 
独立行政法人産業技術総合研究所（以下、「産総研」という。）は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開

発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の

発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。（独立

行政法人産業技術総合研究所法第３条） 

 

② 業務内容 
産総研は、独立行政法人産業技術総合研究所法第３条の目的を達成するため以下の業務を行います。 

１） 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務 

２） 地質の調査業務  

３） 計量の標準を設定、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務並びに計量に関

する教習業務 

４） 上記業務に係る技術指導及び成果の普及業務  

５） 産業技術力強化法第２条第２項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の

向上を図り、及びその活用を促進する業務 

 

③ 沿 革 
① 平成１３年１月 

中央省庁等改革に伴い、「通商産業省」が「経済産業省」に改組。これにより工業技術院の本院各課は産

業技術環境局の一部として、また工業技術院の各研究所は産業技術総合研究所内の各研究所として再

編された。 

② 平成１３年４月 

一部の政府組織の独立行政法人化に伴い、旧工業技術院１５研究所と計量教習所が統合され、独立行

政法人産業技術総合研究所となった。 

③ 平成１７年４月 

効率的・効果的な業務運営を目的とし、特定独立行政法人から非公務員型の独立行政法人へと移行し

た。 

 

④ 設置根拠法 
独立行政法人産業技術総合研究所法 （平成１１年１２月２２日法律第203号） 

（最終改正：平成１９年５月１１日（平成１９年法律第３６号） 平成１９年８月６日施行） 

 

⑤ 主務大臣（主務省所管課等） 
経済産業大臣 （産業技術環境局 技術振興課 産業技術総合研究所室） 
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⑥ 産総研の組織 

 
 

研究ユニット内訳 
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（２） 本部・研究拠点の所在地（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

①  東京本部  〒100-8921 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 

②  北海道センター 〒062-8517 北海道札幌市豊平区月寒東二条十七丁目2番地1号 

③  東北センター 〒983-8551 宮城県仙台市宮城野区苦竹四丁目2番地1 

④  つくばセンター 〒305-8561 茨城県つくば市東一丁目1番地1（代表） 

⑤  臨海副都心センター 〒135-0064 東京都江東区青海二丁目3番地26号 

⑥  中部センター 〒463-8560 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98 

⑦  関西センター 〒563-8577 大阪府池田市緑丘一丁目8番地31 

⑧  中国センター 〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目11番32号 

⑨  四国センター 〒761-0395 香川県高松市林町2217番14 

⑩  九州センター 〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町807番地1 

 

（３）資本金の状況 

（単位：百万円） 

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 286,086 - - 286,086

 

 

（４） 役員の状況 
平成22年3月31日現在 

役 職 氏  名 任    期 担当 経  歴 

理事長 野間口 有 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 昭和 40 年 4 月 三菱電機株式会社入

社  

昭和 50 年 3 月 工学博士 

平成 14 年 4 月 代表取締役 取締役

社長 

平成 18 年 4 月 取締役会長 

副理事長 小野 晃 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

つ く ば セ ン タ ー 所

長、コンプライアンス

推進本部長、サービ

ス工学研究センター

長、イノベーションス

クール長、男女共同

参画室担当 

昭和 49 年 4 月 工業技術院計量研究

所採用  

平成 13 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所計測標準研究部門長 

平成 17 年 4 月 研究コーディネータ

(標準・計測担当) 

平成 18 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 山崎 正和 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

西事業所長、地質

調査情報センター担

当、国際部門担当 

昭和 49 年 4 月 工業技術院公害資源

研究所採用  

平成 15 年 6 月 独立行政法人産業技

術総合研究所エネルギー利用研究部

門副研究部門長 

平成 16 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所環境管理研究部門長 

平成 18 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 一村 信吾 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

次期情報システム

研 究 開 発 推 進 室

長、情報化統括責

任者、サービス工学

研究センター担当、

先端情報計算センタ

昭和 57 年 4 月 工業技術院電子技術

総合研究所採用  

平成 14 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所極微プロファイル計測

研究ラボ長 

平成 16 年 4 月 独立行政法人産業技
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ー担当、知的財産部

門担当 

術総合研究所計測フロンティア研究

部門長 

平成 19 年 2 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 伊藤 順司 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

産業技術アーキテク

ト、イノベーションス

ク ー ル 副 ス ク ー ル

長、イノベーション推

進室担当、産学官

連 携 推 進 部 門 担

当、ベンチャー開発

センター担当 

昭和 59 年 4 月 工業技術院電子技術

総合研究所採用 

平成 13 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所エレクトロニクス研究部

門長 

平成 16 年 5 月 独立行政法人産業技

術総合研究所企画本部副本部長 

平成 18 年 12 月 独立行政法人産業

技術総合研究所産業技術アーキテク

ト兼イノベーション推進室長 

平成 19 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 脇本 眞也 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

企画本部長 昭和 53 年 4 月 通商産業省採用  

昭和 18 年 7 月 関東経済産業局長 

昭和 19 年 7 月 経済産業省退職 

理事（非常勤） 田中 信義 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 現 キヤノン株式会社 専務取締役 

理事 矢部 彰 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

東事業所長、地域セ

ンター担当 

昭和 54 年 4 月 工業技術院機械技術

研究所採用 

平成 16 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所中国センター所長 

平成 19 年 5 月 独立行政法人産業技

術総合研究所産学官連携推進部門

長 

平成 20 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 湯元 昇 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

特許生物寄託センタ

ー長、計量標準管理

センター担当 

昭和 62 年 7 月 京都大学助手 

平成 4 年 4 月 工業技術院大阪工業

技術試験所採用 

平成 16 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所セルエンジニアリング

研究部門長 

平成 19 年 4 月 独立行政法人産業技

術総合研究所研究コーディネータ（ラ

イフサイエンス担当） 

平成 20 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 上田 完次 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

評価部長 昭和 47 年 4 月 神戸大学工学部助手

昭和 55 年 7 月 金沢大学工学部助教

授 

昭和 63 年 1 月 金沢大学工学部教授

平成 2 年 4 月 神戸大学工学部教授

平成 14 年 6 月 東京大学人工物工学

研究センター教授 

( 平成 17 年 4 月 東京大学人工物工

学研究センター長 ) 

平成 21 年 3 月 東京大学退職 

理事 瀬戸 政宏 自 平 21 年 4 月 1 日 

至 平成 23 年 3 月 31 日

業務推進本部長、

広報部長、企画本

部副本部長、研究

業 務 推 進 部 門 担

当、研究環境整備

昭和 54 年 4 月 工業技術院公害資源

研究所採用 

平成 17 年 7 月 独立行政法人産業技

術総合研究所地圏資源環境研究部

門長 
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部門担当、環境安

全管理部担当 

平成 18 年 12 月 独立行政法人産業

技術総合研究所企画本部副本部長 

平成 21 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

理事 井内 摂男 自 平 21 年 7 月 15 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

能 力 開 発 部 門 担

当、財務会計部門

担当、コンプライアン

ス推進本部副本部

長 

昭和 58 年 4 月 通商産業省採用 

平成 20 年 7 月 経済産業省通商政策

局通商政策課長 

平成 21 年 7 月 経済産業省退職(役

員出向) 

監事 石野 秀世 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 昭和 47 年 4 月 会計検査院採用  

平成 10 年 6 月 会計検査院事務総長

官房審議官（第１局担当） 

平成 12 年 12 月 会計検査院第１局長

平成 16 年 12 月 会計検査院事務総

局次長 

平成 19 年 7 月 会計検査院退職 

監事 内田 修 自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

 昭和 45 年 3 月 工業技術院資源技術

試験所採用 

平成 17 年 5 月 独立行政法人産業技

術総合研究所業務推進部門長 

平成 18 年 7 月 独立行政法人産業技

術総合研究所研究環境整備部門長 

平成 20 年 7 月 独立行政法人産業技

術総合研究所つくばセンター次長 

平成 21 年 3 月 独立行政法人産業技

術総合研究所退職 

 

（５） 常勤職員の状況 

常勤職員は平成２１年度末において３，０７７名（前期末比３８人減少、１．２％減（役員を除く））であり、平均年

齢は４４．４歳（前期末４４．０歳）となっている。このうち、国、地方自治体からの出向者は３３名、民間、公益法

人からの出向者は６名である。 

 

 

9



３．簡潔に要約された財務諸表 
① 貸借対照表 

    （単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 33,927 流動負債 31,980

  現金・預金 23,448   未払金 27,481

  未収金 9,064   その他 4,498

  その他 1,415 固定負債 27,547

固定資産 342,838   資産見返負債 27,276

  建物等 434,191   長期前受金 215

  建物等減価償却累計額 △ 206,588   長期リース債務 11

  建物等減損損失累計額 △ 121   退職給付引当金 45

  土地 110,411 負債合計 59,527

  土地減損損失累計額 △ 576 純資産の部   

  建設仮勘定 2,345 資本金 286,086

  産業財産権 683   政府出資金 286,086

  その他の無形固定資産 2,107 資本剰余金 12,410

  投資その他の資産 386 利益剰余金 18,742

    純資産合計 317,238

資産合計 376,765 負債純資産合計 376,765

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

②損益計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

経常費用（A） 95,767 

  研究業務費 84,153 

    人件費 39,432 

    減価償却費 11,178 

    その他 33,544 

  一般管理費 11,613 

    人件費 6,160 

    減価償却費 308 

    その他 5,146 

経常収益（B） 96,928 

  運営費交付金収益 69,306 

  物品受贈収益 1,935 

  知的所有権収益 333 

  研究収益 3,439 

  受託収益 19,753 

  その他 2,161 

臨時損益（C） △ 55 

前中期目標期間繰越積立金取崩額(D) 135 

目的積立金取崩額（E） 57 

当期総利益（B-A+C+D+E） 1,298 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 
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③ キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 12,950 

  研究業務支出 △ 31,369 

  人件費支出 △ 45,913 

  その他支出 △ 5,613 

  運営費交付金収入 66,555 

  受託収入 20,867 

  その他収入 8,423 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B） △ 7,287 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（C） △ 16 

Ⅳ資金に係る換算差額（D） - 

Ⅴ資金増加額（E=A+B+C+D） 5,647 

Ⅵ資金期首残高（F） 17,801 

Ⅶ資金期末残高（G=E+F） 23,448 

 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

Ⅰ業務費用 69,904 

  損益計算書上の費用 96,285 

  （控除）自己収入等 △ 26,381 

(その他の行政サービス実施コスト)   

Ⅱ損益外減価償却等相当額 10,856 

Ⅲ損益外減損損失相当額 477 

Ⅳ引当外賞与見積額 7 

Ⅴ引当外退職給付増加見積額 △ 1,516 

Ⅵ機会費用 4,458 

Ⅶ（控除）法人税等及び国庫納付額 - 

    

Ⅷ行政サービス実施コスト 84,185 

 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 
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（参考） 財務諸表の科目 
① 貸借対照表 

現金・預金 ： 現金及び預金。 

未収金 ： 独立行政法人の通常の業務活動において発生した未収入金。 

その他（流動資産） ： たな卸資産、前渡金等、１年以内に費用、現金化できるもの 

（上記流動資産を除く。）。 

建物等 ： 建物、構築物、機械及び装置、工具器具備品等、業務活動の

用に供するための固定資産。 

建物等減価償却累計額 ： 建物等、固定資産の減価償却費の累計額。 

建物等減損損失累計額 ： 固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたこと等

により減損が認識された建物等、固定資産の減損損失の累計

額。 

土地 ： 業務活動の用に供するための土地。 

土地減損損失累計額 ： 固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたこと等

により減損が認識された土地の減損損失の累計額。 

建設仮勘定 ： 業務活動の用に供することを目的に建設又は製作途中にある 

固定資産。 

産業財産権 ： 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権。 

その他の無形固定資産 ： 電話加入権及び産業財産権仮勘定。 

投資その他の資産 ： 敷金・保証金、長期前払費用等（固定資産のうち有形固定 

資産、無形固定資産、繰延資産に属するものを除く。）。 

未払金 ： 独立行政法人の通常の業務活動において発生した未払金。 

その他（流動負債） ： 預り寄付金、前受金、預り金、引当金等１年以内に支払期限が

到来する上記以外の流動負債。 

資産見返負債 ： 運営費交付金・寄附金・無償譲与・補助金等の財源で取得した

固定資産の見合いで負債に計上される。 

長期前受金 ： サービスの対価を前受けしたことによって、１年を超えて提供し

なければならない義務が発生するための負債。 

長期リース債務 ： ファイナンス・リース取引により、１年を超えて生じるリース債

務。 

退職給付引当金  ： 将来の退職手当の費用を当期の費用として見越し計上するも

の。 

政府出資金  ： 国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成。 

資本剰余金  ： 国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得した資

産で独立行政法人の財産的基礎を構成するもの。 

利益剰余金  ： 独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

 

 

② 損益計算書 

経常費用 

研究業務費 ： 独立行政法人の研究業務に要した費用。 

人件費（研究業務費）  ： 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の研究業務に係る

職員等に要する経費。 

減価償却費 （研究業務費） ： 研究業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわ

たって費用として配分する経費。 

その他（研究業務費） ： 研究業務に要する経費（上記、人件費、減価償却費を除く。）。 

一般管理費 ： 独立行政法人の管理運営に要した費用。 

人件費（一般管理費） ： 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の管理運営に係る

職員等に要する経費。 

減価償却費（一般管理費） ： 管理運営に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわ

たって費用として配分する経費。 

その他（一般管理費） ： 管理運営に要する経費（上記、人件費、減価償却費を除く。）。 
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経常収益 

運営費交付金収益 ： 国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した 

収益。 

物品受贈収益 ： 譲与を受けた固定資産。  

知的所有権収益 ： 特許権等の知的所有権により得た収益。 

研究収益 ： 資金提供型共同研究収入、受託出張収入、計量標準手数料、

依頼分析試験収入等、業務活動から得た収益。 

受託収益  ： 国、民間等から受託研究費を受けたことにより得た収益。 

その他（経常収益） ： 上記以外の経常収益。 

臨時損益  ： 固定資産の除売却損益、災害損失等。 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ： 前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の 

減価償却費及び除却相当額を当期において取り崩した額。 

目的積立金取崩額 ： 中期計画の剰余金の使途において定めた用地の取得、施設の

新営及び増改築等のために取り崩した額。 

 

 

③ キャッシュ・フロー計算書  

業務活動によるキャッシュ・フロー ： 独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、 

サービスの提供等による収入、原材料、商品又はサービスの 

購入による支出、人件費支出等。 

研究業務支出 ： 独立行政法人の研究業務活動に要した支出額。 

人件費支出 ： 独立行政法人の業務活動に要した人件費支出額。 

その他支出 ： 独立行政法人の業務活動に要した支出額 

（上記研究業務及び人件費支出を除く。）。 

運営費交付金収入 ： 国からの運営費交付金収入。 

受託収入 ： 国、民間等からの受託研究により得た収入。 

その他収入 ： 独立行政法人の業務活動により得た収入（上記、運営費交付

金収入及び受託収入を除く。）。 

投資活動によるキャッシュ・フロー ： 将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に

係る資金の状態を表し、固定資産や有価証券の取得・売却等

による収入・支出。 

財務活動によるキャッシュ・フロー ： 増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借入

れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済など。 

資金に係る換算差額 ： 外貨建て取引を円換算した場合の差額。 

 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 

業務費用 ： 独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、独立行

政法人の損益計算書に計上される費用。 

自己収入等 ： 知的所有権収益、研究収益、受託収益等。 

その他の行政サービス実施コスト ： 独立行政法人の損益計算書に計上されないが、行政サービス

の実施に費やされたと認められるコスト。 

損益外減価償却等相当額 ： 償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定さ

れないものとして特定された資産の減価償却費及び除売却相

当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸借対照

表に記載されている。）。 

損益外減損損失相当額 ： 独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行ったにもかか

わらず生じた減損損失相当額（損益計算書には計上していな

いが、累計額は貸借対照表に記載されている。）。 

引当外賞与見積額 ： 財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合

の賞与引当金見積額（損益計算書には計上していないが、仮

に引き当てた場合に計上したであろう賞与引当金見積額を貸
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借対照表に注記している。）。 

 

 

引当外退職給付増加見積額 ： 財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合

の退職給付引当金増加見積額（損益計算書には計上していな

いが、仮に引き当てた場合に計上したであろう退職給付引当金

見積額を貸借対照表に注記している。）。 

機会費用 ： 国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料によ

り賃借した場合の本来負担すべき金額など。 

法人税等及び国庫納付額 ： 納付すべき法人税等の額に法人税等調整額を加減した額及び 

損益計算書上の費用に計上された国庫納付額。 
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４．財務情報 
 

（１） 財務諸表の概況 
① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、利益剰余金、キャッシュ･フローなどの

主要な財務データの経年比較・分析（内容・増減理由） 
（経常費用） 

平成２１年度の経常費用は９５，７６７百万円と、前年度比３，１９６百万円増（３．５％増）となってい
る。これは、研究業務費が前年度比３，９０３百万円増（４．９％増）となったことなどが主な要因であ
る。 

（経常収益） 

平成２１年度の経常収益は９６，９２８百万円と、前年度比５，４４６百万円増（６．０％増）となってい

る。これは、平成２１年度が中期目標期間最終年度のため、運営費交付金債務の全額を収益に振り

替えたこと等により、運営費交付金収益が前年度比５，１２６百万円増（８．０％増）となったことが主

な要因である。 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び固定資産の除却等による臨時損益△５５百万円並びに前中期目標期

間繰越積立金取崩額１３５百万円及び目的積立金取崩額５７百万円を計上した結果、平成２１年度

当期総利益１，２９８百万円と、前年度比１，０３６百万円増（３９４．５％増）となっている。 

（資産） 

平成２１年度末現在の資産合計は３７６，７６５百万円と、前年度末比１７，１３１百万円増となって

いる。これは、有形固定資産が前年度比８，００８百万円増（２．４％増）となったことが主な要因であ

る。 

（負債） 

平成２１年度末現在の負債合計は５９，５２７百万円と、前年度末比１０，７０７百万円増となってい

る。これは、流動負債が７，９６１百万円増（３３．１％増）となったことが主な要因である。 

 （利益剰余金） 

  （５）利益剰余金の概況にて説明。 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２１年度の業務活動によるキャッシュ・フローは１２，９５０百万円と、前年度比３６８百万円増

（２．９％増）となっている。これは、運営費交付金収入等による収入が２，３８５百万円増（２．６％増）

であったものの、研究業務支出等による支出も前年度比２，０１７百万円増（２．５％増）であったこと

が要因である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２１年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△７，２８７百万円と、前年度比２，４１３百万円

増となっている。これは、施設費等による収入等が前年度比６，４２３百万円増（６４．４％増）となった

ものの、有形固定資産の取得による支出等も前年度比４，００９百万円増（２０．４％増）となったこと

が要因である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２１年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△１６百万円と、前年度比１１百万円減となっ

ている。これは、リース債務の返済による支出を行ったことが要因である。 
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表  主要な財務データの経年比較   （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

経常費用 93,974 96,673 95,189 92,571 95,767

経常収益 95,922 99,086 94,645 91,482 96,928

当期総利益 7,303 6,573 2,132 263 1,298

資産 384,199 374,664 365,821 359,634 376,765

負債 42,506 46,787 47,439 48,820 59,527

利益剰余金 17,149 19,537 19,027 17,987 18,742

業務活動によるキャッシュ・フロー 12,231 15,262 13,309 12,582 12,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 9,534 △ 11,550 △ 12,990 △ 9,700 △ 7,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4 △ 2 - △ 5 △ 16

資金期末残高 10,895 14,605 14,924 17,801 23,448

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間） 

（注２）前年度と比較して著しく変動している理由 

①平成２０年度の当期総利益が前年度と比較して減少している理由は、収益が減少する中、自己財源により

購入した資産の減価償却費を平成２０年度の収益でカバーできなかったことによるものである。また、投資

活動によるキャッシュ・フローが増加している理由は、中国センター移転整備のため固定資産を売却したこ

とによるものである。 

②平成２１年度の当期総利益が前年度と比較して増加している理由は、中期目標期間最終年度のため、運営

費交付金債務の全額を収益に振り替えたこと等が主な要因である。投資活動によるキャッシュ・フローが増

加している理由は、施設費による収入が増加したこと等によるものである。また資金期末残高が増加してい

る理由は、未払金が増加したこと等によるものである。 

 

 

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由） 
事業損益は１，１６１百万円と、前年度比２，２５０百万円増となっている。これは第１号業務の損益の増

加が主な要因である。 

第１号から第４号の各業務の事業損益は、第１号業務が前年度比１，９１５百万円増（１６１．５％増）、第

２号業務が前年度比１９３百万円増（９７．８％増）、第３号業務が前年度比４８４百万円増、第４号業務が前

年度比３５８百万円増（１６０．９％増）、法人共通が前年度比７００百万円減となっている。 

 

表  事業損益の経年比較（セグメント情報） （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

第 1 号業務 3,951 5,175 1,427 1,186 3,101

第 2 号業務 252 596 397 197 390

第 3 号業務 960 △ 103 729 △ 506 △ 22

第 4 号業務 81 66 114 223 581

法人共通 △ 3,295 △ 3,321 △ 3,211 △ 2,189 △ 2,889

合計 1,949 2,413 △ 544 △ 1,089 1,161

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間）
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③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由） 

総資産は３７６，７６５百万円と、前年度比１７，１３１百万円増（４．８％増）となっている。これは、流動資

産が８，９８１百万円増加、及び固定資産が８，１５１百万円増となったことが要因である。 

第１号から第４号の各業務及び法人共通の総資産は、第１号業務が前年度比７，１４１百万円増（２２．

５％増）、第２号業務が前年度比２２０百万円増（２．８％増）、第３号業務が前年度比８５１百万円増（１８．

３％増）、第４号業務が前年度比４１３百万円減（９．４％減）、法人共通が前年度比９，３３３百万円増（３．

０％増）となっている。 

 

表  総資産の経年比較（セグメント情報） （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

第 1 号業務 35,644 38,136 36,777 31,725 38,866

第 2 号業務 2,393 2,387 2,619 7,964 8,183

第 3 号業務 5,125 5,354 5,348 4,640 5,491

第 4 号業務 2,859 3,043 3,281 4,406 3,994

法人共通 338,178 325,744 317,796 310,899 320,232

合計 384,199 374,664 365,821 359,634 376,765

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間） 

（注２）前年度と比較して著しく変動している理由 

・平成２０年度の第２号業務の額が前年度と比較して増加している理由は、施設費により取得した有形固定資

産（東南海・南海地震予測のための地下水等総合観測施設整備工事等）が完成したことなどによるものであ

る。 

 

 

④ 目的積立金の申請、取崩内容等 
平成２１年度は第２期中期目標期間最終年度となるため、第１期及び第２期中期目標期間において自己

財源で取得した固定資産の減価償却費及び除却相当額等、第３期中期目標期間の業務の財源に充てる

ため１６，７７２百万円を次期中期目標期間繰越積立金として申請している。前中期目標期間繰越積立金取

崩額１３５百万円は、第１期中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費及び除却

相当額として第２期中期目標期間の業務の財源に充てるため、平成１７年６月３０日付けにて主務大臣から

承認を受けた額より、平成２１年度に取り崩した額である。また、研究施設等整備積立金の減４０８百万円

は、独立行政法人通則法第３０条第２項第６号の剰余金の使途に基づき、中国センター施設整備資金等と

して、固定資産の取得に要した３５１百万円を資本剰余金に振り替え、また中国センター研究施設賃借料の

支払いに要した５７百万円を目的積立金取崩額として取り崩した。 
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⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 
平成２１年度の行政サービス実施コストは８５，２６６百万円と、前年度比１，５７８百万円増（１．９％増）と

なっている。これは引当外退職給付増加見積額が、前年比２，４７６百万円減（２５８．０％減）となったもの

の、業務費用が前年比３，４５０百万円増（５．２％増）となったことが主な要因である。 

 

表  行政サービス実施コストの経年比較 （単位：百万円）

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

業務費用 64,743 64,130 67,519 66,454 69,904

  うち 損益計算書上の費用 94,211 97,064 95,612 92,935 96,285

  うち （控除）自己収入等 △ 29,468 △ 32,934 △ 28,093 △ 26,481 △ 26,381

損益外減価償却等相当額 26,463 19,832 13,725 12,441 10,856

損益外減損損失相当額 - 251 - - 477

引当外賞与見積額 - - △ 136 △ 421 7

引当外退職給付増加見積額 138 410 △ 828 960 △ 1,516

機会費用 6,341 5,493 4,175 4,255 4,458

 （控除）法人税等及び国庫納付額 - - - - -

行政サービス実施コスト 97,685 90,116 84,455 83,688 84,185

（注１）第２期中期計画の期間：平成１７年度～平成２１年度（５年間） 

 

 

（2） 施設等投資の状況（重要なもの） 
 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 
ナノテク・イノベーション拠点整備（取得原価 ６，００１百万円） 

中国センター新棟建設（取得原価 ５，０３０百万円） 

関西センター新棟建設（取得原価 １，６０２百万円） 

東南海・南海地震予測のための地下水等総合観測点整備事業（高知県須崎市地区、三重県津市地区）

（取得原価 ７９３百万円） 

研究施設のセキュリティ機能向上のための防災監視システム高度化改修（取得原価 ２０７百万円） 

 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 
ナノテク拠点整備 

蓄電池評価研究センター拠点整備 

太陽電池モジュール信頼性評価施設整備 

生活支援ロボット安全研究拠点整備 

 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 
中国センターの移転整備に必要な財源とするため、関西センター大阪扇町サイト（大阪府大阪市）の土地を

売却（売却収入 １，６４５百万円） 
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（３）予算・決算の概況（第２期中期目標期間：平成１７年度から平成２１年度）   

         （単位：百万円）  

区  分 
平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度   

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算   

収入                       

 運営費交付金 67,431 67,431 66,437 66,437 65,682 65,682 65,925 65,925 67,393 66,555   

 施設整備費補助金 

※(1)

6,375

※(2)

1,520

※(3)

6,900 7,275

 

3,024 6,700 4,239

※(4)

9,269 4,112

※(5)

17,963
（注１） 

 受託収入 22,498 25,203 22,486 27,609 13,786 21,690 13,435 20,616 13,882 21,547 （注２） 

 その他収入 3,981 5,997 3,851 5,548 3,873 5,325 4,382 5,968 5,325 8,281 （注３） 

 目的積立金取崩額 - - - - - - - - 60 54   

  計 100,285 100,151 99,674 106,869 86,365 99,397 87,981 101,778 90,772 114,400   

支出                       

 業務経費 59,449 60,169 58,409 59,299 57,915 60,609 58,981 60,020 61,709 67,504 （注４） 

 施設整備費 6,375

※(2)

1,845 6,900 8,233

 

3,024 6,578 4,239 10,944 4,112 19,285
（注５） 

 受託経費 19,719 22,032 19,663 24,194 11,929 18,836 11,570 18,285 12,007 18,582   

 間接経費 14,742 13,628 14,702 13,331 13,497 13,265 13,191 12,757 12,944 11,597   

  計 100,285 97,674 99,674 105,057 86,365 99,288 87,981 102,006 90,772 116,967   
※(1) 還付消費税から施設整備費に充当する額(1,435 百万円)を含みます。  

※(2) 予算金額に対して決算金額が減少している理由は、当該補助事業の実施に当たり石綿対策等の措置が必要となり、１８年度へ繰り越すこととなったことによるものです。  

※(3) 還付消費税から施設整備費に充当する額(1,100 百万円)を含みます。  

※(4) 中国センター売却収入（3,974 百万円）を含みます。        

※(5) 関西センター扇町サイト売却収入（1,645 百万円）を含みます。         

（注１）施設整備費補助金の収入決算額は、平成１７年度を除き前年度に交付決定を受けて当年度に概算払い及び精算払いを受けた額を含んでいるため、予算金額に比して決算額が

    多額となっています。 
 

（注２）各年度とも予算段階では予定していなかった国の各組織、他の独立行政法人等からの受託研究の獲得に努めたため、予算金額に比して決算金額が多額となっています。  

（注３）各年度とも予算段階では予定していなかったその他収入により予算金額に比して決算金額が多額となっています。主なものは資金提供型共同研究による収入があります。  

（注４）各年度とも業務経費については、主として収入面でのその他収入が予算金額に比して決算金額が多額となったことに伴い、予算金額に比して決算金額が多額となっています。  

（注５）施設整備費の支出決算金額は、平成１７年度を除き前年度に交付決定を受けた補助事業による支出によって、予算金額に比して決算金額が多額となっています。  
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（4） 経費削減及び効率化目標との関係 
当法人において運営費交付金を充当して行う事業については、新規に追加されるもの、拡充分

等は除外した上で、一般管理費について第２期中期目標期間中、毎年度、平均で前年度比３％以

上の削減をすること、また、一般管理費を除いた業務経費については、第２期中期目標期間中、毎

年度、平均で前年度比１％以上の効率化をすることを目標としている。 

平成２１年度における経費削減の具体的な取組は、洋雑誌等の書籍購入リストの見直し、研究

関連・管理部門の旅費・消耗品費等の一律削減等によるコスト削減の措置を講じている。 

なお、当所では平成１７年度から毎年度、一般管理費の効率化として△３％を、業務経費の効率

化として△１％を係数として乗じた運営費交付金の交付を受けており、交付時点において既に効率

化目標を達成している。 

 

（単位：百万円）

区分 

前中期目標 

期間終了年度 
当中期目標期間 

金額 比率 
平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

一般管理費 9,937 100％ 9,520 95.8％ 9,186 92.4％ 9,229 92.9％ 8,651 87.1％ 7,736 77.9％

業務経費 60,311 100％ 55,245 91.6％ 55,303 91.7％ 56,782 94.1％ 55,805 92.5％ 58,484 97.0％

※本表は平成１６年度の運営費交付金執行額を１００％とし、各年度の執行額の比率を算出している。 

※各年度の執行額には、前年度からの繰越額を含んでいる（平成１７年度を除く。）。 

※平成２０年度は平成２０年度第２次補正予算執行額２百万円、平成２１年度は平成２１年度第１次補正予算執行額４，８２４百

万円を含んでいない。 

 

 

（5） 利益剰余金の概況  
平成２１年度利益剰余金は１８，７４２百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越積立金１，６０

９百万円（注１）、研究施設等整備積立金３５４百万円（注２）、積立金１５，４８０百万円（注３）、当期

未処分利益１，２９８百万円である。 

（単位：百万円）  

  内 訳 金 額  

利益剰余金 

前中期目標期間繰越積立金 1,609 （注 1） 

研究施設等整備積立金 354 （注 2） 

積立金 15,480 （注 3） 

当期未処分利益 1,298  

利益剰余金 計 18,742  

             ［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、 

                端数において合計とは一致しないものがある。 

 

（注１）前中期目標期間繰越積立金は、第１期中期目標期間に自己財源（受託研究収入等）で取得した固

定資産（研究機器・設備等）の簿価であり、第２期に減価償却費が費用計上されることに伴い取り崩

すべき積立金の残額である。 

（注２）研究施設等整備積立金は、通則法第４４条第３項の積立金（目的積立金）の残額である。 
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（注３）積立金は通則法第４４条第１項の積立金の残額であり、その大部分は平成１７～２０年度に自己財

源で取得した固定資産の簿価相当額である。 
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５．事業の説明 
 

（1） 財源構造 
当法人の経常収益は９６，９２８百万円で、その内訳は、運営費交付金収益６９，３０６百万円

（収益の７１．５％）、受託収益１９，７５３百万円（２０．４％）、研究収益３，４３９百万円（３．５％）な

どとなっている。これを業務別に区分すると、第１号業務では、運営費交付金収益４３，３２９百万

円（事業収益の６６．７％）、受託収益１５，６６７百万円（２４．１％）、研究収益２，７８２百万円（４．

３％）など、第２号業務では、運営費交付金収益５，０８５百万円（６２．６％）、受託収益２，８９５百

万円（３５．６％）、研究収益５７百万円（０．７％）など、第３号業務では、運営費交付金収益６，０６

９百万円（７９．４％）、受託収益９４８百万円（１２．４％）、研究収益５１６百万円（６．７％）など、第

４号業務では、運営費交付金収益６，７９９百万円（９０．７％）、受託収益２４３百万円（３．２％）、

研究収益８４百万円（１．１％）など、法人共通では、運営費交付金収益８，０２５百万円（９２．

０％）などとなっている。 

 

 

（2） 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明 
ア 第１号業務 

第１号業務は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を

行うことを目的としている。 

業務の財源は、運営費交付金（４３，３２９百万円）、受託収益（１５，６６７百万円）、研究収

益（２，７８２百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費６１，８３２百万円（人件費２９，２２３百万円、減価償却費

９，１７１百万円等）、一般管理費８，５３３百万円となっている。 

イ 第２号業務 

第２号業務は、地質の調査を行うことを目的としている。 

業務の財源は、運営費交付金（５，０８５百万円）、受託収益（２，８９５百万円）、研究収益

（５７百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費７，７３９百万円（人件費２，９０２百万円、減価償却費３２

２百万円等）、一般管理費１，０６８百万円となっている。 

ウ 第３号業務 

第３号業務は、計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこ

れらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うことを目的としている。 

業務の財源は、運営費交付金（６，０６９百万円）、受託収益（９４９百万円）、研究収益（５１

６百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費７，６６４百万円（人件費３，５１５百万円、減価償却費１，

３５１百万円等）、一般管理費１，０５８百万円となっている。 

エ 第４号業務 

第４号業務は、前三号の業務に係る技術指導及び成果の普及を行うことを目的としてい

る。 

業務の財源は、運営費交付金（６，７９９百万円）、受託収益（２４３百万円）、研究収益（８４

百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費６，９１９百万円（人件費３，７９２百万円、減価償却費３３

４百万円等）、一般管理費９５５百万円となっている。 

オ 第５号業務 

第５号業務は、産業技術力強化法（平成１２年法律第４４号）第２条第２項に規定する技術

経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進するこ

とを目的にしている。当該業務は、上記業務と一体となって実施するものであることから、上

記の金額に含めている。 
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※ なお、第１号業務から第４号業務の各項に記載されている業務に要する費用のうち一般管理

費は、法人全体として発生する費用であり、合理的な配賦基準を設定することが困難である

ため、各号の事業費総額により按分した金額を参考値として記載している。 

23



 

６．平成２１年度の事業の概要 
産業技術総合研究所が実施している主な事業は、中期目標の記述に従うと、（１）国民に対して提供

するサービスその他の業務の質の向上に関する事項（２）業務運営の効率化に関する事項（３）財務内

容の改善に関する事項（４）その他主務省令で定める業務運営に関する事項からなっている。独立行

政法人通則法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号）第 32 条第 1 項の規定に基づき、独立行政法人産

業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成 13 年 3 月 29 日経済産業省

令第 108 号）第 5 条（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）による報告を別に行うが、その概要

は以下の通りである。 

 

6.Ⅰ 質の高い成果の創出と提供（国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置） 

１．質の高い研究成果の創出とその活用のために講じる方策 

（１）戦略的な研究開発の推進 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 知財の類型化や技術移転のワンストップ支援等の試行結果をもとに、知財戦略、産学官戦略、

国際戦略など、産総研のイノベーション戦略を全体として動かすための体制の検討を行い、施策

や組織設計につなげ、第２期中期計画中に実施した施策について総括を行う。 

[平成 21 年度実績] 

・産総研単願出願特許の出願時のユニット長による分類分けを 4月から開始した。分類Ⅰの審査

フローと審査のためのフォーマットを整備した。本格的に運用するため知財システムの変更を行

った。ワンストップ支援として、産業技術アーキテクトおよび知的財産部門、産学官連携推進部

門、ベンチャー開発センター、イノベ－ション推進室の担当者でチームをつくり、研究現場での

支援会合を行う形の試行を 6月から開始した。4つのユニット（5拠点）に対して支援会合（全

約 20 回）及びその後のフォローを行い、こうした支援の実効性・利点や課題などを総括した。

このワンストップ支援として上記分類Ⅰの実質的な支援が連動し、うまく機能した。また、それ

以外も試行ではあったがそれぞれのユニット現場の相談に的確に対応し、現場での知財意識向上

などにも大きな効果があることが確認された。一方、こうした支援を本格的に行うための体制や

人材の確保と内部からの育成が課題として明らかとなった。 

 

[平成 21 年度計画] 

・第 2期研究戦略の平成 21 年度重点化方針及び総合化戦略に基づき、研究テーマの重点化を図

るとともに、政策要請に基づく重点研究を推進する。 
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[平成 21 年度実績] 

・分野担当理事の裁量において、分野戦略に基づき、トップダウン的な観点で配賦する分野イノ

ベーション推進予算を措置した。さらに、複数の研究分野領域をもつ産総研の利点を活かし、分

野を越えて総合力を発揮するための「融合重点化予算」を措置した。 

 

（技術情報の収集・分析と発信） 

 

[平成 21 年度計画] 

・中期計画期間に行った調査の中で、まだ完結していない「レアメタル資源制約を踏まえた研究

戦略策定調査」について最終年度は、レアメタルに関する需要等の将来予測行い、研究開発戦略

のあり方について提言すると共に、中期計画中に行った調査の総括を行う。  

[平成 21 年度実績] 

・第 2期に行った「レアメタル資源制約を踏まえた研究戦略策定調査」において、将来の需要予

測に関する調査を実施して総括を行うとともに、第 3期におけるレアメタル研究戦略の策定に活

用した。 

 

[平成 21 年度計画] 

・産業技術の開発をミッションとする内外の主要な研究機関について調査、分析を行うとともに、

産総研の経営課題・戦略経営に必要な情報を収集・分析し、情報を整備する。 

[平成 21 年度実績] 

・海外の公的研究機関においては新たなイノベーション創出のための企業との連携では、目標や

役割分担を従来よりも明確にすることで、研究開発を加速し波及効果を広げる取り組みが見られ

た。また、産総研地域センターのあり方に資するため、地域発イノベーション推進のための地域

の他支援機関との連携について調査した。 

 

（研究組織の機動的な見直し） 

 

[平成 21 年度計画] 

・産総研を取り巻く環境、社会ニーズを考え、平成 21 年度初頭にメタンハイドレート研究セン

ター、活断層・地震研究センターを設立する。 

[平成 21 年度実績] 

・我が国のメタンハイドレート資源からの天然ガス生産技術の確立を目指し、メタンハイドレー

ト研究センターを設立した。活断層及び地震の理解による、災害軽減のための情報発信を目的と

して、活断層・地震研究センターを設立した。産総研全体でのサービス研究の発展に寄与するこ

とを目的として、社会知能技術研究ラボを設立した。 

・さらに、昨年末に決定された「新成長戦略～輝きのある日本へ～」に対し、産総研として最適
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な研究テーマ及び研究組織を設定し効果的・効率的な研究開発を推進することにより、その実現

に貢献すべきとの観点から、平成 22 年 4 月には、6 研究センター（幹細胞工学、デジタルヒュ

ーマン工学、ナノスピントロニクス、集積マイクロシステム、コンパクト化学システム、先進パ

ワーエレクトロニクス）及びダイヤモンド研究ラボを新設することを決定した。 

・既存の研究部門についても、第３期に向け技術の目指す出口に沿った形へ再構築することとし、

ライフサイエンス分野の既存５部門（ゲノムファクトリー、生物機能工学、セルエンジニアリン

グ、人間福祉医工学、脳神経情報）を４部門（健康工学、生物プロセス、バイオメディカル、ヒ

ューマンライフテクノロジー）に再編することを決定した。また、ナノテクノロジー・材料・製

造分野において、ナノテクノロジー研究部門と計算科学研究部門をナノシステム研究部門に統合

再編することを決定した。 

 

[平成 21 年度計画] 

・設置年限を迎える 8研究センターについては、ユニット終了に伴う活動記録のとりまとめを行

う。平成 20 年度の最終評価をふまえ、研究分野戦略を考えつつ、終了後の研究の継続体制につ

いて検討を行う。 

[平成 21 年度実績] 

・平成 21 年度に設置期限を迎える 8研究センター（年齢軸生命工学、健康工学、デジタルヒュ

ーマン、近接場光応用工学、システム検証、ダイヤモンド、固体高分子形燃料電池先端基盤、コ

ンパクト化学プロセス）について、研究ユニット評価を通じて研究の重点課題ごとに成果のとり

まとめを行った。また、これら終了する研究ユニットの最終評価の結果をふまえた上で、研究分

野ごとに、上記成長戦略を踏まえた第 3期中期の研究戦略構想を見据えて全研究ユニットの体制

を検討し、今後の形態を決定した。 

 

（国際競争力強化のための国際連携の推進） 

 

[平成 21 年度実績] 

・産総研の中長期的な国際戦略に基づき具体的な国際連携活動を推進する。特に、持続発展可能

な社会の実現のための産業技術研究をより効果的効率的に推進するため、世界の有力研究機関と

研究協力覚書（MOU）締結、国際共同研究実施、活発な人的交流、ワークショップの開催などを

通じて、積極的な連携を図る。その際、「選択と集中」を念頭に置き、世界各国、とりわけアジ

ア諸国において、戦略的に研究交流を深めるべき研究機関および研究テーマを選択し、戦略的な

研究協力パートナーシップの構築を図る。さらに、第 2期中期期間における包括的 MOU 締結機関

との連携状況に関するレビューを行い、「選択と集中」という方針に従い、連携を強化すべき機

関および連携を推進すべき研究課題の選別を行う。 

[平成 21 年度実績] 

・「選択と集中」に基づく産総研中長期的国際戦略の検討のため、包括的研究協力覚書を締結し
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ている世界 26 機関との過去 9年間の共同研究、人的交流、ワークショップ開催等の実績に基づ

く予察的レビューを行った。 

・経済産業省、内閣府、外務省等と連携し、米国とのエネルギー・環境分野での研究協力推進、

対アフリカ外交フォローアップとして南アフリカとの研究協力ワークショップ開催、内閣府科学

技術外交戦略タスクフォースへの参加、STS フォーラム等での海外要人と理事長との会談、公式

訪問受け入れなど、政府の科学技術外交に積極的貢献を行った。 

・特に、米国とは、経済産業大臣ミッションに理事長が同行し、エネルギー省傘下 5研究所およ

び国立標準技術研究所と包括的研究協力覚書を締結して、研究協力を推進すると共に、オバマ大

統領来日時の日米合意に貢献した。 

・また、日米案件をはじめとして海外の主要研究機関・大学等と研究協力覚書や共同研究契約等

を 31 件（包括覚書 8件、覚書 4件、共同研究 18 件、委託 0件、受託 1件）締結した。 

・更に本年度は、海外 37 ヶ国・地域から 118 件、計 1,025 人の公式訪問があり、タイ、アルゼ

ンチン科学技術大臣など国家要人が 11%、政府関係者が 35%、研究機関関係者が 44%、企業経営

層が 9%と、産総研に対して海外から高い評価・関心が示された。地域毎の内訳は、アジア・大

洋州が 43%、欧州が 38％、北米が 10%、南米・アフリカが 9%である。 

 

[平成 21 年度計画] 

・アジア、中南米については、世界的な「地球温暖化対策」及び「東アジアサミット・セブ島宣

言」の流れを踏まえ、引き続きタイ、ベトナム、中国、インド、マレーシア、ブラジルを重点に

据えながら、地球環境問題やエネルギー問題を中心とした国際共同研究等の積極的推進を行う。

具体的には、アジア地域においては、バイオ燃料の製造技術や自動車燃料の評価技術を中心とし

た「バイオマス・アジア戦略」を促進する。ブラジルにおいても、同様にバイオ燃料の製造技術

に関する連携を促進する。インドにおいては、生命情報工学に関する研究交流を促進する。南ア

フリカにおいては、地質分野において資源開発における共同研究による連携を促進すると共に、

環境・エネルギー、材料分野等での研究協力の可能性を模索する。 

[平成 21 年度実績] 

・東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA)に対し、バイオマス関連ではバイオ燃料製造技

術、規格化環境影響評価の 2専門家 WG 受託および人材育成事業で貢献すると共に、新たにクリ

ーンコール技術に関するプロジェクト開始に貢献した。 

・科振費「アジアの持続可能バイオマス利用技術開発」の最終年度として、広島市で第 6回バイ

オマス・アジアワークショップを開催し、アジア 11 ヶ国および 6国際機関から 250 名の参加を

得て、アジアの持続可能バイオマス利用技術に関する総括的な討議を行い、バイオマス・アジア

ネットワークの強化と発展に寄与した。 

・政府アフリカミッションのフォローアップとして、理事長南アフリカ出張にあわせ、内閣府、

在南ア日本大使館、在京南アフリカ大使館と連携して、科学産業技術研究所（CSIR）、南ア地質

調査所（CGS）、MINTEK と合同ワークショップを開催し、既存の地質分野に加え、環境・エネル
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ギー分野での協力を開始した。 

・タイ国の国立国家科学技術開発庁（NSTDA）、タイ科学技術研究院（TISTR）とは、JICA-JST 資

金によるバイオ燃料製造技術の共同研究を開始したほか、カラヤ科学技術大臣つくば来訪にあわ

せて、大臣臨席の下での包括研究協力覚書の更新の調印を行った。 

 

（研究成果最大化のための評価制度の確立とその有効活用） 

 

[平成 21 年度計画] 

・第 2 期に実施したアウトカムの視点からの評価制度（アウトカム目標に向けたロードマップ、

アウトプット、マネジメントの評価）を総括する。①中期目標期間中の課題と成果の年次変遷、

②成果の全体とりまとめ、③関係者のコメント、等を通じてアウトカムの視点からの成果評価の

有効性と妥当性を検討し、その結果を基に評価システムの見直しを行う。 

[平成 21 年度実績] 

・中期目標期間中の成果の年次変遷をユニット毎、分野毎にとりまとめ、その特徴と課題を調査

分析した。評価システムに関する外部評価委員のコメントを、評価の内容（アウトカム視点から

の評価、ロードマップ評価、評価の多様性など）、評価の方法（簡素化、評価委員会、評価資料、

自己点検の活用など）、評価システム全体（評価結果の反映、評価の意義など）に関するものに

分類し、第 2期の評価システムの有効性と妥当性を検証し、第 3期の評価システム構築の基礎資

料として活用した。 

 

[平成 21 年度計画] 

・前年度に引き続き対象となる研究ユニットの成果評価、モニタリング意見交換を実施する。中

期目標期間の最終年度であることから、アウトカムの視点からの成果としてのまとめ、さらに中

期目標の達成という観点からとりまとめる。 

[平成 21 年度実績] 

・対象となる 12 研究ユニットの成果評価、35 研究ユニットのモニタリング意見交換を実施し、

成果評価報告書、モニタリング意見交換報告書としてとりまとめた。全研究ユニットから提出さ

れた中期目標の達成状況の自己点検結果に基づいて、外部評価委員から達成度について評価を受

け、大分類課題毎に取りまとめた。 

 

（２）経済産業政策への貢献 

（産業技術政策への貢献） 

 

[平成 21 年度計画] 

・産総研の研究者の有する国内外の科学技術動向に関する知見を活用して、経済産業省の技術戦
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略マップのローリングプロセスに引き続き積極的に関与する。 

[平成 21 年度実績] 

・経済産業省が作製している技術戦略マップのローリングに関係する各種委員会へ、延べ９８名

（うち、１７名が委員長、主査、幹事、座長）の研究者が参加し、産業界が技術の将来動向の把

握や技術開発の方向付けを行う際の指針作製に協力した。 

 

[平成 21 年度計画] 

・平成 20 年度に引き続き、 環境・エネルギーに関わる研究開発の推進を図ると共に、産総研の

技術ポテンシャルを活用して産業技術政策や各種の対外活動等に協力し、地球環境問題の解決を

通して、低炭素社会構築の実現に向けて貢献する。 

[平成 21 年度実績] 

・環境・エネルギー分野を始めとする多様な研究開発を鋭意進めると共に、再生可能エネルギー

や省エネルギー技術等において産総研が持つ高いポテンシャルを展開して、低炭素社会の構築に

向けた各種の取り組みや産業技術政策の策定に尽力した。特に、太陽電池の高効率化・高耐久化

等を目指し、国内の材料メーカー等を結集した新たなコンソーシアムを開始した。 

 

（中小企業への成果の移転） 

 

[平成 21 年度計画] 

・中小企業への技術移転と製品開発への適用を図ると共に、中小企業の有望な技術シーズの育成

と実用化を支援するために、以下の事業を実施する。 

1) 平成 19 年度開始の「産業技術研究開発事業(中小企業支援型)」(経済産業省委託費）を引き

続き実施する（最終年度）。終了テーマについては成果発表会、事業化支援の技術的なフォロー

アップを実施する。 

2) 中小企業等製品性能評価事業を運営する。 

[平成 21 年度実績] 

・経済産業省の 3事業に応募し実施機関として採択され、共同研究により中小企業等への支援を

行った。具体的には、 

①中小・ベンチャー企業の検査・計測機器等の調達に向けた実証研究事業（21年度当初）：新規

15 課題、継続 27 課題 

②中小企業等製品性能評価事業（21 年度当初）：新規 17 課題 

③中小企業等製品性能評価事業（折紙付き事業）（21年度補正）：新規 39 課題 

・「中小企業等製品性能評価事業」（平成 20 年度第 2次補正予算）の 18 課題については、ナノテ

ク展での出展、産技連総会での展示を行い、新規の販路開拓支援を実施した。また、これまでの

産業技術研究開発事業の成果を産総研オープンラボで展示し、産総研の中小企業支援実績を企

業・大学・自治体等からの来場者（3,700 名）にアピールした。 

29



 

 

[平成 21 年度計画] 

・地域の産業技術情報を把握している公設研とのネットワーク構築を引き続き推進する。特に地

域産業活性化支援事業については公設研や地域の中小企業に対し周知に努めるとともに、事業の

有効活用により、技術移転を通じた中小企業の支援と人的ネットワークの強化を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・産技連等で「地域産業活性化支援事業」の周知に努め、9 公設研と 14 件の共同研究を実施し

た。先端技術に係る開発と地場産業の高度化を狙った課題が多く、産総研技術の移転による地域

産業の活性化を目的とした本事業が効果的に活用されている。 

 

（地域の中核研究拠点としての貢献） 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 産総研産業変革研究イニシアティブなどの大型連携プロジェクトの実施による地域新産業創

出を進める。 

[平成 21 年度実績] 

・産業変革研究イニシアティブの実施課題である「中小規模雑植性バイオマスエタノール燃料製

造プラントの開発実証」では、中国センター内に建設した実証研究用のプラントを定常的に稼働

させ、木質系のバイオマス原料の提供に関して、地元企業との協力体制を強化した。北海道セン

ターで進めた「医薬製剤原料生産のための密閉型組換え植物工場の開発」の成果をもとに、植物

工場内でのジャガイモの水耕栽培に成功し、地元企業との連携の構築を進めた。 

 

[平成 21 年度計画] 

・ 引続き、地域経済産業局、地域産業界との意見交換を実施し、地域ニーズや地域産業政策に

対する産総研の研究ポテンシャルの活用を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・産総研の研究成果を外部へ発信するための場「産総研本格研究ワークショップ」を地域センタ

ーごとに 7回開催し、参加総数は 1,084 名、うち地域からの参加者は 551 名であった。ディスカ

ッションとしては、地域における本格研究の今後の展開に関して、産総研研究者等と地域産業界、

行政、公的研究機関など地域からの参加者との議論を深めた。 

 

（工業標準化への取り組み） 

 

[平成 21 年度計画] 

・「産総研工業標準化ポリシー」に基づいて、産業界や社会的ニーズ、行政からの要請に対応す

べく「標準基盤研究」を推進するとともに、経済産業省が実施する「国際標準共同研究開発事業」

30



 

等の受託研究を着実に実施する。 

[平成 21 年度実績] 

・「標準基盤研究」については、26 テーマ（新規 6、継続 17、期間等延長 3）の標準化研究の管

理、運営をした。 

・今年度、JIS 原案作成委員会は、4 件について委員会設置時期の調整等の検討を行い、うち 1

件を立ち上げた。残り 3件は、土壌分析に関する標準化の案件であるが、他省庁との調整等に時

間を要し、年度内は調整できなかった。一方、計画外に 2件のＪＩＳ原案作成委員会を開催した。 

・7件の JIS・TS・TR 原案を提案した。 

・外部資金の獲得活動支援として、経済産業省の「国際標準共同研究開発事業」では、10 テー

マ（新規 5、継続 5）の研究開発事業を受託し、「NEDO 標準化フォローアップ事業」では 3 テー

マ（新規 2、継続 1）を受託した。 

・新規に 7テーマが採択された。 

 

[平成 21 年度計画] 

・新たに国際会議における議長、幹事、コンビナーの引受を実現し、国際標準獲得のリーダシッ

プを発揮するとともに、産総研の成果を基にした JIS、ISO 等の規格案にとりまとめ、国内外の

標準化機関へ 10 件以上の提案等を行い、積極的な規格化を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・国際会議における議長、幹事、コンビーナの引き受けに関しては、ISO/TC146/SC1/WG24 のコ

ンビーナ、ISO/TC146/SC6/WG16 のコンビーナ、ISO/TC201 のセクレタリー、ISO/IEC/Ｊ

TC1/SC35/OWG-VC のコンビーナの 4名を新たに加え総勢 39 名が国際役職者に就任した。 

・産総研職員が国際標準化のリーダシップを発揮する環境を強化するべく、幹事業務補佐のため

の派遣職員雇用、国際会議参加旅費補助 21 件、海外標準関係者招聘 3件などの支援を行った。 

・産総研の成果を基にした JIS、ISO 等の規格案をとりまとめ、国内外の標準化機関へ 12 件（国

際標準 5、国内標準 7）の提案等を行い、積極的な規格化を図った。 

・進捗状況連絡会、研究ポテンシャル調査など研究実施者に対するヒアリングの機会を捉えて、

国際標準策定におけるリーダーシップ獲得のため、標準化機関における重要ポストの引き受けを

依頼してきた。 

 

（３）成果の社会への発信と普及 

（研究成果の提供） 

 

[平成 21 年度計画] 

・共同研究等を推進するための制度に基づいて、民間企業等からの資金提供型共同研究、受託研

究に対して資金提供額に応じて研究ユニットに研究費を付与する。第 2期研究戦略上、重要な研
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究課題として位置づけられる共同研究に対しては、研究開始前に審査委員会に諮ることにより、

研究資金運用の効率性を高め、社会への技術移転を効果的に支援・推進する。 

[平成 21 年度実績] 

・共同研究等を推進するための制度（民間企業等からの資金提供型共同研究及び受託研究を奨励

し、さらに推進する制度）を活用した資金提供型共同研究等の加速を図るため、「産総研共同研

究事業」（補正予算）を確保し、当該研究を受け入れた研究に対し研究費を追加的に付与し、効

率的に運用を行った。追加的な研究費の付与にあたっては、資金提供型共同研究等に対し共同研

究支援審査委員会の審査を踏まえ、研究開発の内容や費用対効果の観点も加味し研究費の付与額

を決定した。これらの制度活用により民間企業等からの外部資金受入額は平成 21 年度末に 42.1

億円になった。 

 

[平成 21 年度計画] 

・技術移転を効果的に推進するために、企業との協定に基づく組織的な連携により、ポスドク等

を産業技術人材へと育成する。 

[平成 21 年度実績] 

・協定締結企業等の複数企業と定期的に意見交換会や見学会を設けて連携を強化し、資金提供型

共同研究等の実績に結びつけた。 

・期限が本年度末である協定および継続の協定については、連携実績や効果・効率を検証して協

定の延長・継続／終了を判断した。 

 

（研究成果の適正な管理） 

 

[平成 21 年度計画] 

・引き続き、発明相談、研修、説明会等を通じて、研究者の知的財産制度に対する関心と理解を

高めると共に、研究成果物に関する規程類についての周知・徹底を図り、研究成果を適切に管理

する。 

[平成 21 年度実績] 

・エキスパート研修及び新規採用者研修を開催し、職務発明取扱規程、研究成果物取扱規程等に

ついて周知及び解説をした。また、ユニット知財担当者会議及び発明相談において、共同研究の

打合せや共同研究結果の取扱における秘密保持の重要性について研究者等の理解を深めること

により、連携企業の信頼性を高める活動をした。 

 

[平成 21 年度計画] 

・研修、説明会等を通じて、秘密保持契約や研究試料提供契約、ノウハウ管理等に関して周知・

徹底を図るとともに、公開・非公開の情報の整理等を行い、知的財産を適切に保護する。 

[平成 21 年度実績] 
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・エキスパート研修、退職者向け説明会において、秘密保持契約、研究試料提供契約及びノウハ

ウ管理等に関する説明をし、秘密情報の区分について周知したことにより、知的財産の適切な保

護に寄与した。 

・平成 21 年度研究試料提供契約の実績は 194 件（有償・無償の総件数）であった。また、平成

21 年度秘密保持契約の実績は 323 件であった。 

 

（広報機能の強化） 

 

[平成 21 年度計画] 

・産総研の広報にかかる戦略策定、運営等に関する検討、助言を行う「広報戦略懇談会」に、広

報業務に関する評価を行ってきた「広報評価委員会」を統合することで、アドバイザリー機能を

強化し、広報戦略及びアクションプランの更なるブラッシュアップを図り、戦略的な広報活動の

確立と実践に取り組む。 

[平成 21 年度実績] 

・外部有識者による「広報委員会」を新たに設置し、広報活動を評価する体制を整えた。外部有

識者からの意見聴取により、第 3期中期計画における広報戦略及びアクションプランへ反映させ

た（1回実施）。 

 

[平成 21 年度計画] 

・産総研への職員の帰属意識向上と所名の認知度を高めるため、「産総研 CI」の多方面での活用

を推進するとともに、各種印刷物等の視覚的質の向上を図るため、部門横断的にデザイン提供、

助言等を行う。 

[平成 21 年度実績] 

・CI に関わる商標についての記述、使用方法、表記方法、使用にあたっての届出方法等をまと

めた「CI マニュアル」をイントラに掲載した。また、役職員からの CI 基本素材の利用相談（65

件）に対応した。 

・他部門からの各種印刷物等のデザイン作成要請（144 件）に対して、積極的に支援することで、

質の高い広報を実施した。 

 

（知的財産の活用促進） 

 

[平成 21 年度計画] 

・引き続き、知的財産に係る戦略的な取り組みを強化し、波及効果の大きい知的財産の創出に努

める。 

・経営的視点に基づく重点化の観点から、適切な IP インテグレーション課題を選定し、知的財

産価値の増大を図る。 
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[平成 21 年度実績] 

・新規に出願された産総研単独特許全件について、産学官連携推進部門、ベンチャー開発センタ

ー、技術移転機関関係者の出席のもと特許出願プレビューを実施し、有望案件についてはさらに

発明者、知的財産コーディネータ、リエゾンマン、技術移転機関等の参加を得て特許強化を検討

した。該当案件は追加研究を実施し、実施例の追加及び周辺特許の出願等を行うことにより、知

的財産の高度化・強化を行った。また、イノベーション推進室、産学官連携推進部門、ベンチャ

ー開発センター等とワンストップ支援チームを作り、各研究ユニットで発明される知財に焦点を

当て、関連する知財網の形成などのワンストップ支援業務を試行的に４つの研究ユニットにおい

て行った結果、知的財産意識の底上げや研究モチベーションの向上、関連部門とのつながり強化

等の効果があった。 

・IP インテグレーションについては、産総研外との連携のもとに協力して知財強化を図る拡大

版のインテグレーション１件を検討した。 

 

[平成 21 年度計画] 

・特許等の知的財産を活用した技術移転を進めるため、TLO と連携して、産総研の保有知的財産

権の実施を前提とする特許実用化共同研究などを推進し、引き続き実施契約件数 600 件以上を目

指す。 

[平成 21 年度実績] 

・特許実用化共同研究 14 テーマを実施した。 

・特許実用化促進のための試作品作成支援 3テーマを実施した。 

・平成 21 年度末の実施契約件数は 775 件であった。  

 

（４）技術経営力の強化に寄与する人材の育成 

（研究開発を通じた技術経営力の強化に寄与する人材の育成等） 

 

[平成 21 年度計画] 

・研究人材育成のために企業や大学の研究者等を産総研に受け入れる「カーブアウト事業」や「ベ

ンチャー支援任用制度」を一本化するなど、より外部人材を受け入れやすくするために各種制度

の改革を図る。 

[平成 21 年度実績] 

・企業の研究人材が一定期間産総研に移籍する形で共同研究を実施する研究人材移籍型共同研究

を開始し、産業界との連携強化を図った。移籍実績として 48 人であった。 

・「カーブアウト事業」においては、「スタートアップ開発戦略タスクフォース」（スタートアッ

プ・アドバイザーによるビジネスプラン策定・検証、市場調査、顧客開拓等と技術開発の協同体

制）を適用することにより強化を図った。その結果初の民間企業からのカーブアウト案件 1件を
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